
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

 
告
 
示
 

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
一

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
一

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
 

 
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
二

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
二

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
二

 

○
林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
三

 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
三

 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
三

 

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
四

 

公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
四

 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
五

 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
百
四
号
 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

一
 
指
定
す
る
区
域
 

西
白
河
郡
矢
吹
町
丸
の
内
三
百
三
十
番
の
一
部
 

二
 
指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
 

１
 
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
 

２
 
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
 

な
し
 

（
水
・
大
気
環
境
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
五
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
 

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

株
式
会
社
オ

レ
ン
ジ
ケ
 

ケ
ア
プ
ラ
ン

セ
ン
タ
ー
気

ご
こ
ろ
 

こ
く
ぶ
薬
局
 

鶴
賀
店
 

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護
み
な
と
 

事
業
所
の
 

名

 

称
 

同
 
市
西
山

字
表
西
山
一
 

相
馬
市
小
野

字
小
野
迫
六

六
―
一
 

同
 
 
 
市

鶴
賀
町
二
―

二
 
あ
さ
ひ

ビ
ル
一
階
 

会
津
若
松
市

湊
町
大
字
共

和
字
西
田
面

一
二
 

事
業
所
の
 

所

在

地
 

株
式
会
社
オ

レ
ン
ジ
ケ
 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
こ

こ
ろ
 

株
式
会
社
あ

さ
ひ
調
剤
 

株
式
会
社
田

中
介
護
セ
ン

タ
ー
 

事
業
者
の
 

名

 

称
 

同
 
 
 
 
市
西

山
字
表
西
山
一
一
 

福
島
県
相
馬
市
小

野
字
小
野
迫
六
六

―
一
 

東
京
都
渋
谷
区
代

々
木
二
丁
目
一
―

五
 

福
島
県
会
津
若
松

市
湊
町
大
字
共
和

字
西
田
面
一
二
 

事
業
者
の
主
た
る
 

事
務
所
の
所
在
地
 

同
 
 
 
年
 

二
月
一
日
 

同
 
 
 
年
 

一
月
一
日
 

平
成
二
五
年

一
月
一
七
日
 

平
成
二
四
年

一
二
月
一
日
 

指
定
年
月
日
 

居
宅
介
護

支
援
事
業
 

居
宅
介
護

支
援
事
業
 

居
宅
療
養

管
理
指
導
 

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導
 

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護
 

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護
 

サ
ー
ビ
ス

の

種

類
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（
社
会
福
祉
課
）

 福
島
県
告
示
第
百
六
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
 

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
介
護
機
関

の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
七
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
介
護
機
関
を
休

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
八
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

五
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光

部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
コ
ス
モ
ス
通
り
店
 
福
島
県
郡
山
市
鳴
神
三
丁
目
七
十
五
番

地
 

二
  法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
 

１
 
防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力
に
係
る
事
項
 

郡
山
市
で
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
よ
り
「
郡
山
市
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を

施
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
条
例
は
、
市
、
市
民
、
事
業
者
、
土
地
所
有
者
（
土
地
又
は
建
物
そ
の

他
工
作
物
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の
を
言
い
ま
す
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
い
、
密

接
に
連
携
し
な
が
ら
犯
罪
の
防
止
に
配
慮
し
た
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
る
こ
と
が

基
本
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
事
業
者
及
び
土
地
所
有
者
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
本
理
念
を

御
理
解
い
た
だ
き
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
犯
罪
の
防
止
に
配
慮
し
た
環
境
と
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
よ
う
に
努
め
、
市
の
防
犯
対
策
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

２
 
騒
音
の
発
生
に
関
す
る
事
項
 
 

周
辺
は
住
宅
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
夜
間
（
午
後
十
時
〜
午
前
六
時
）
の
商
品
搬
入
車
両
の
出

入
り
等
、
特
に
注
意
し
、
周
辺
環
境
の
静
穏
保
持
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮
 

廃
棄
物
の
排
出
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
か
つ
適
正
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
廃
棄
物
に
係
る
事
項
等
 

事
業
所
か
ら
発
生
す
る
生
ゴ
ミ
、
紙
く
ず
等
廃
棄
物
は
事
業
系
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
た
め
、

郡
山
市
の
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
有
す
る
業
者
に
委
託
す
る
と
共
に
、
産
業
廃
棄
物

に
つ
い
て
は
、
福
島
県
若
し
く
は
郡
山
市
の
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
有
す
る
業
者
に

委
託
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

あ
そ
び
り
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
 

ア
ー
 
オ
レ

ン
ジ
ケ
ア
ー

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
 

河
沼
郡
会
津

坂
下
町
大
字

新
開
津
字
村

内
九
六
 

一
四
―
二
二
 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
き

ら
め
き
 

ア
ー
 

同
 
県
河
沼
郡
会

津
坂
下
町
大
字
束

原
字
前
田
七
七
 

四
―
二
二
 

同
 
 
 
年
 

一
月
一
日
 

 

通
所
介
護
 

 
介
護
予

防
通
所
介

護
 

 

ま
る
わ
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
  

名
 
 
 
 
 
 
称
 

伊
達
市
保
原
町
字
泉
町
一
〇
五
―
 

一
 

変
 
 
 
更
 
 
 
前
 
 
 
 
 

伊
達
市
保
原
町
字
宮
下
八
二
―
 

一
 

変
 
 
 
更
 
 
 
後
 

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
 

事
業
所
の

名
 
 
称

事
業
所
の

所

在

地

事
業
者
の

名
 
 
称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

休
止
年
月
日
 

サ
ー
ビ
ス

の

種

類

居
宅
介
護

支
援
事
業

所
き
ぼ
う
 

福
島
市
笹
谷

字
谷
地
前
二

二
―
三
五
 

フ
ジ
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
 

郡
山
市
喜
久
田
町

字
上
追
池
四
八
―
 

一
 

平
成
二
四
年
一
二
月

三
一
日
 

 

居
宅
介
護

支
援
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 福
島
県
告
示
第
百
九
号
 

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
森
林
整
備
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
十
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
十
一
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
十
二
号
 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
十
三
号
 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

福
島
県
五

六
三
 

登
録
番
号
 

上
田
浩
明
 

西
白
河
郡
矢
吹
町

諏
訪
清
水
二
四
○

番
地
 

生
産
事
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び

住
所
 

幼
苗
の
育
成
、
幼

苗
以
外
の
苗
木

の
育
成
 

生
産
事
業
の
内

容
 

西
白
河
郡
矢
吹
町

諏
訪
清
水
二
四
○

番
地
 

事
業
所
の
所
在
地
 

平
成
二
五
年

一
月
二
八
日
 

登
録
年
月
日
 

一
般
国
道

一
一
八
号
 

路

線

名
 

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高
 

陦
字
人
数
平
乙
一
〇
八
〇
 

番
二
地
先
か
ら
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
高
 

陦
字
寄
神
乙
一
六
六
七
番
 

二
地
先
ま
で
 

区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別
 

一
二
・
一
〜

四
一
・
八

 
 
一
二
・
一
〜

四
八
・
一

敷

地

の

幅

員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

一
三
二
・
九

一
三
二
・
九

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
高
陦

田
島
線
 

路

線

名
 

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高
 

陦
字
寄
神
乙
一
六
七
四
番
 

一
地
先
か
ら
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
湯
 

野
上
字
寄
上
乙
一
三
五
九
 

番
二
地
先
ま
で
 

区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別
 

 
 
一
一
・
〇
〜
 

三
六
・
二
 

 
 
一
一
・
〇
〜
 

三
六
・
二
 

敷

地

の

幅

員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

 
五
六
五
・
〇

 
 

五
六
五
・
〇

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道
一
一
八
号
 

路
 
線
 
名
 

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高
陦
字
人
数
平
乙
一
〇
八
 

〇
番
二
地
先
か
ら
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
高
陦
字
寄
神
乙
一
六
六
七
 

番
二
地
先
ま
で
 

供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
五
年
二
月

二
二
日
 

供
用
開
始
の
期
日
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（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
十
四
号
 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
１
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称
 

酒
井
高
畔
 

２
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
十
八
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
 

い
わ
き
市
勿
来
町
 

字
酒
井
高
畔
 
四
十
四
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
号
、
二
号
、
三
号
、
四
号
、
五
号
、
 

十
七
号
及
び
十
八
号
 

六
十
六
番
六
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
号
、
八
号
、
十
号
、
十
五
号
及
び
十
 

六
号
 

六
十
六
番
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
号
 

五
十
番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九
号
 

四
十
八
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
一
号
 

四
十
七
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
二
号
 

四
十
六
番
四
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
三
号
 

八
十
四
番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
四
号
 

二
１
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称
 

寺
前
 

２
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
七
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
 

い
わ
き
市
仁
井
田
町
 

字
辰
ノ
口
 
 
二
十
九
番
十
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
号
 

二
十
九
番
十
六
 
 
 
 
 
 
 
 
二
号
 

二
十
九
番
十
三
 
 
 
 
 
 
 
 
三
号
及
び
四
号
 

二
十
九
番
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
号
 

三
十
番
六
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
号
 

字
寺
前
 
 
 
五
十
七
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
号
 

三
１
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称
 

山
の
入
 

２
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
八
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
 

い
わ
き
市
小
川
町
高
萩
 

字
手
ノ
倉
 
 
十
六
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
号
 

十
五
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
号
 

十
五
番
六
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
号
 

十
三
番
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
号
 

十
一
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
号
、
六
号
及
び
七
号
 

十
三
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
号
 

（
砂
 
防
 
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
四
十
五
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
四
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
日
本
次
世
代
教
育
支
援
協
会
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

今
泉
 
恵
一
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
郡
山
市
南
二
丁
目
九
十
九
番
地
オ
ク
タ
ゴ
ン
ビ
ル
平
家
棟
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
生
活
す
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
子
育
て
支
援
、
環
境
教
育
、
若
年
求

職
者
（
フ
リ
ー
タ
ー
を
含
む
）
及
び
豊
か
な
経
験
や
技
能
・
技
術
を
も
っ
た
働
き
場
所
を
求
め
る
中
・

高
年
世
代
に
属
す
る
人
々
に
対
し
て
、
実
践
的
な
職
業
教
育
、
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
、
通
信
教
育
等
の

機
会
を
提
供
し
、
年
齢
を
問
わ
ず
働
く
意
欲
の
あ
る
人
た
ち
の
職
業
能
力
増
進
、
生
活
力
向
上
、
雇

用
機
会
の
拡
充
な
ど
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
人
が
生
き
が
い
の
あ
る
生
産
活
動
の
場
を
提
 

供
し
、
地
域
の
中
小
企
業
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
の
人
材
育
成
、
人
材
確
保
、
経
営
力
向
上
を
図
る
 

県
道
高
陦
田
島
線
 

路
 
線
 
名
 

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高
陦
字
寄
神
乙
一
六
七
四
 

番
一
地
先
か
ら
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
湯
野
上
字
寄
上
乙
一
三
五
 

九
番
二
地
先
ま
で
 

供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
五
年
二
月

二
二
日
 

供
用
開
始
の
期
日
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な
ど
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

                                     

  

公
告
第
４
６
号
 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
脱
水
汚
泥
収
集
運
搬
及
び
処
分
業
務

（
中
間
処
理
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例

政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
25年

２
月
22日

 
福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
長
 
小
 
澤
 
尚
 
晴
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
 

 
 脱
水
汚
泥
処
分
業
務
（
中
間
処
理
）
 
590ｔ

 
２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
 
福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
一
本
松
43番

地
 

３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
25年

１
月
29日

 
４
  随

意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

   
株
式
会
社
ク
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
サ
ー
マ
ル
 
埼
玉
県
深
谷
市
折
之
口
1985番

地
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

   
脱
水
汚
泥
１
ｔ
当
た
り
60,900円

 
６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
  随

意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

   
特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
１
号
該
当
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
総
 
務
 
課
）
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